
税

個
人
事
業
税
第
一
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
一
期
分
の
納
期

限
は
８
月
31
日
水
で
す

　
８
月
中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知

書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
最
寄

り
の
金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納
付
金
額
が

30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
る
）、

県
税
事
務
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全

な
口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
、
口
座
を
開

設
し
て
い
る
金
融
機
関
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、
第
二

期
分
か
ら
の
取
り
扱
い
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▼
東
三
河
県
税
事
務
所
課
税
第
一

課☎（
０
５
３
２
）35‐６
１
２
７

http://w
w

w
.pref.aichi.

jp/zeim
u/

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
と

納
付
方
法    

１
０
０
１
１
５
９

　

国
保
税
額

は
７
月
に
決

定
し
、
８
月

中
旬
に
世
帯

主
あ
て
に
通

知
し
ま
す
。
世
帯
主
が
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
家

族
の
中
で
お
一
人
で
も
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
納
税

義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。

　
普
通
徴
収
の
方
は
、
４
月
に
通

知
し
て
あ
る
仮
算
定
税
額
（
第
１

期
・
第
２
期
分
）
を
差
し
引
い
た

税
額
を
第
３
～
８
期
の
６
回
に
分

け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▪
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

　
国
保
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
引
き
落
と
し
）
の
対
象
は
、

世
帯
主
を
含
め
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
全
員
が
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
世
帯
で
す
。
た
だ

し
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
普
通
徴
収
の
対
象
者
に

な
り
ま
す
。

・
今
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
方

・
滞
納
が
な
く
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
を
継
続
し
て
い
る
方
で
今

後
も
確
実
な
納
付
が
見
込
め
る

方
・
年
金
額
が
年
間
18
万
円
未
満
の

方
・
介
護
保
険
料
と
国
保
税
を
合
わ

せ
た
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

額
が
、
年
金
の
２
分
の
１
を
超

え
る
方

▪
延
滞
金

　
国
民
健
康
保
険
税
を
納
期
限
ま

で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に

は
、
地
方
税
の
規
定
に
よ
り
、
納

期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
日
ま
で
の

期
間
に
応
じ
、
税
額
に
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

国
民
健
康
保
険
の
新
し
い

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

１
０
０
１
１
５
６

　
現
在
、
皆
さ
ん
が
お
使
い
の
国

民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
有
効
期

限
が
８
月
31
日
で
す
。
新
し
い
保

険
証
を
、
８
月
中
に
簡
易
書
留
で

各
家
庭
に
送
付
し
ま
す
。

　
９
月
１
日
以
降
に
診
療
を
受
け

る
場
合
は
、必
ず
新
し
い
保
険
証
を

医
療
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

野
犬
対
策
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

１
０
０
４
２
１
４

　

市
内
で
は
、
野
犬
に
関
す
る
目

撃
情
報
や
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
野
犬
や
野
犬
に
よ
る

被
害
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
次
の
こ

と
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
市
民
の
皆
さ
ん
へ

　
生
ご
み
が
野
犬
の
餌
に
な
り
ま

す
。
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
は
、

必
ず
決
め
ら
れ
た
日
時
・
場
所
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
野
犬

に
は
絶
対
に
餌
を
与
え
な
い
で
く

だ
さ
い
。

▪
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

　
逃
亡
し
た
飼
い
犬
が
野
犬
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
係
留
器
具

（
首
輪
、
リ
ー
ド
な
ど
）
の
破
損

を
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
に
交
換
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
放
し
飼
い
は

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▪
畜
産
農
家
の
方
へ

　
家
畜
が
野
犬
の
餌
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
家
畜
が
襲
わ
れ
た

り
、
家
畜
の
餌
が
野
犬
に
盗
み
食

い
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
畜

舎
の
周
り
に
進
入
防
止
策
（
フ
ェ

ン
ス
、
ネ
ッ
ト
な
ど
）
を
講
じ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
死
亡
し
た
家

畜
は
正
し
く
処
理
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐０
１
８
０

▼
愛
知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン

タ
ー
東
三
河
支
所

☎（
０
５
３
２
）33‐３
７
７
７

■国民健康保険税の税率
区　分 医療分 支援金分 介護分

①所得割額 前年の所得に応じて賦課される額 4.9% 1.6% 1.3%

②資産割額 今年度の固定資産税額（土地・家屋分）
に応じ賦課される額 29.0% 9.0% 5.0%

③均等割額 加入者1人当たりの額 28,800円 8,400 円 7,800 円

④平等割額 加入世帯1世帯当たりの額 31,200円 7,200 円 6,000 円

年税額 ①＋②＋③＋④ 賦　課
限度額 540,000円 190,000 円 160,000 円
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